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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第21期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、期末において希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

４．従業員数には、特定労働者派遣事業に係る派遣社員の員数（（）内に内数を記載）を含めております。 

  

 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高（千円） － － － － 7,640,828

経常利益（千円） － － － － 144,405

当期純利益（千円） － － － － 38,082

純資産額（千円） － － － － 763,607

総資産額（千円） － － － － 1,954,410

１株当たり純資産額（円） － － － － 32,237.07

１株当たり当期純利益金額（円） － － － － 1,627.46

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） － － － － 38.6

自己資本利益率（％） － － － － 5.1

株価収益率（倍） － － － － 55.3

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

－ － － － 220,393

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

－ － － － △194,085

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

－ － － － 45,713

現金及び現金同等物の期末残高
（千円） 

－ － － － 633,707

従業員数（人） － － － － 191 (63)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、該当事項がないため記載しておりません。 

３．純資産額の算定にあたり、第21期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

４．第17期の１株当たり配当額6,000円には、特別配当1,000円が含まれております。 

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第20期までは期末において潜在株式が存在しないため、第21期

は期末において希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高（千円） 5,389,914 5,832,907 6,417,386 7,080,801 7,473,505

経常利益（千円） 131,541 166,169 64,925 136,677 226,416

当期純利益（千円） 76,405 83,734 35,018 87,818 3,339

持分法を適用した場合の投資利益
（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 243,400 243,400 243,400 243,400 243,400

発行済株式総数（株） 4,680 4,680 4,680 23,400 23,400

純資産額（千円） 622,013 677,667 684,606 744,345 728,863

総資産額（千円） 1,287,453 1,447,229 1,521,206 1,616,102 1,856,432

１株当たり純資産額（円） 132,908.78 144,800.79 146,283.35 31,809.61 30,752.31

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当額）
（円） 

6,000 
（－）

6,000
（－）

6,000
（－）

1,200 
（－）

1,200
（－）

１株当たり当期純利益金額（円） 18,200.74 17,892.00 7,482.57 3,752.94 142.70

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 48.3 46.8 45.0 46.0 38.8

自己資本利益率（％） 13.3 12.9 5.1 12.3 0.5

株価収益率（倍） 8.0 28.3 82.9 61.0 630.7

配当性向（％） 33.0 33.5 80.2 32.0 840.9

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

81,626 78,442 27,777 157,549 －

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

△240 △21,406 △99,665 18,190 －

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー（千円） 

15,188 △18,006 △27,830 △42,640 －

現金及び現金同等物の期末残高
（千円） 

647,630 686,661 586,943 561,686 －

従業員数（人） 95 107 123 114 119



６．第21期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フ

ロー及び現金及び現金同等物の期末残高については、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 

  



２【沿革】 

  

 

昭和61年４月 働く人々の能力・経験・資格を活かした雇用機会の確保を目的として株式会社穴吹テンポラリー

センターを香川県高松市鍛冶屋町に資本金2,000万円をもって設立し、経営相談及び事務処理・

経理処理・電算機処理の請負を主とした事業を開始 

昭和61年７月 商号を株式会社穴吹人材派遣センターに変更するとともに、労働者派遣法の施行により、一般労

働者派遣事業許可を取得し、従来の請負事業に加え、人材派遣事業を開始 

昭和61年10月 愛媛県松山市に松山支店を開設 

昭和63年３月 「瀬戸大橋」開通に伴う博覧会においてコンパニオン採用・教育、パビリオン運営業務を受託 

平成元年７月 広島県内で開催された「海と島の博覧会」においてコンパニオン採用・教育、パビリオン運営業

務を受託 

平成元年９月 広島市中区に広島支店を開設 

平成３年９月 岡山県岡山市に岡山支店を開設 

平成７年４月 日本エス・エイチ・エル株式会社と提携し、テスト商品の販売を開始 

平成７年５月 大阪市北区に大阪支店を開設 

平成９年４月 高知県高知市に高知支店を開設 

平成９年８月 神戸市中央区に神戸支店を開設 

平成11年１月 神戸支店を大阪支店に統合し、大阪支店を関西支店に名称変更 

平成11年８月 関西支店にて有料職業紹介事業の許可を取得し、人材紹介事業を開始 

平成12年４月 商号を株式会社穴吹人材派遣センターから、株式会社クリエアナブキに変更 

平成12年４月 穴吹エンタープライズ株式会社より旅行事業の営業を譲受け、トラベル事業部を新設 

平成12年６月 高松支店、広島支店にて有料職業紹介事業の許可を取得し、人材紹介事業を開始 

平成13年７月 名古屋市中区に株式会社フロンテアとの提携によるフランチャイズ店「クリエ東海」を開設 

平成13年７月 高知支店、松山支店にて有料職業紹介事業の許可を取得し、人材紹介事業を開始 

平成13年８月 岡山支店にて有料職業紹介事業の許可を取得し、人材紹介事業を開始 

平成13年８月 徳島県徳島市に徳島支店、広島県福山市に福山支店を開設 

平成13年12月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成14年７月 株式会社インテリムジャパンより人材派遣事業の営業を譲受け 

平成15年２月 愛媛県新居浜市に登録専門拠点として新居浜スタッフ登録センターを開設 

平成16年４月 香川県丸亀市に登録専門拠点として丸亀スタッフ登録センターを開設 

平成16年11月 東京都千代田区に東京支店を開設 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年10月 会社分割により株式会社穴吹トラベルを新設、トラベル事業部を廃止 

平成17年10月 株式会社穴吹トラベルの全株式を穴吹興産株式会社（親会社）に譲渡 

平成18年４月 関西支店を大阪支店に名称変更 

平成18年４月 株式会社ＡＩＣＯＮ（現・連結子会社）の株式を取得 

平成18年４月 株式会社クリエ・イルミネート（現・連結子会社）を設立 

平成18年６月 名古屋市中区に名古屋支店を開設 

平成18年７月 株式会社フロンテアより人材派遣サービス事業（「クリエ東海」）の事業譲受け 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社（提出会社）及び当社の関係会社のことをいう。以下同じ。）は、当社及び連結子会社２社から構成さ

れ、人材サービス関連事業を営んでおります。 

  

 当社グループの事業内容は、次のとおりであります。 

  

 

区分 事業 品目 主要品目

人材サービス
関連事業 

人材派遣事業 人材派遣 

労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業として、Ｓ
Ｅ・プログラマー、ＣＡＤオペレータ、ＯＡインスト
ラクタ、パソコンオペレータ、通訳・翻訳、営業事
務、財務・経理事務、人事・総務事務、テレマーケテ
ィング、市場調査、営業、販売員、デモンストレータ
等の人材を派遣しております。 

また、同法に基づく特定労働者派遣事業として、組込
み系ソフトウェア技術者等の人材を派遣しておりま
す。 

人材紹介事業 人材紹介 
職業安定法に基づく有料職業紹介事業として、中途採
用対象者の紹介を行っております。 

アウトソーシング事
業 

アウトソーシング
業務処理請負事業として、受託業務に必要な人材の募
集・採用、教育、管理、また受託内容によっては店
舗、施設の運営管理を行っております。 

その他 

組織人事コンサルテ
ィング 

企業の人事部門や経営層に対して、組織改革・人事戦
略・人事制度設計・人事情報システム支援などに関す
るコンサルティングを行っております。 

再就職支援サービス

非自発的退職者の方々には、カウンセリング手法によ
るサービスを提供、企業には雇用調整計画を提案し、
将来のリスクに備えるコンサルティングを実施してお
ります。 

教育・研修 
適性診断テスト 

人的資源の診断に必要なテストの販売及び企業活性化
のための教育・研修プログラムを提供しております。 

ＩＴ関連サービス

ＩＴ（情報技術）研修、セミナーの実施、技術書籍・
マニュアル・ドキュメント作成など、業務請負を含む
各種契約形態によってＩＴに関するサービスを提供し
ております。 



事業系統図 

 前述した事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

（注） ㈱ＡＩＣＯＮは、平成19年５月29日開催の同社臨時株主総会において、第三者に対する事業の重要な一部の譲渡及び解

散の決議をいたしました。 

 



人材サービス関連事業 

① 人材派遣事業 

 人材派遣事業の仕組みは、労働者派遣法によって定められており、現在２種類の人材派遣事業が認められております。一

つは「一般労働者派遣事業」、もう一つは「特定労働者派遣事業」であります。 

 「一般労働者派遣事業」は広く一般から人材の登録を行い、企業のオーダーに応じて登録者の中から適任者を派遣する登

録型の人材派遣事業で、派遣スタッフの断続的な就業も想定されるため、労働者保護の観点から事業を行う場合には厚生労

働大臣の許可が必要になります。一方、「特定労働者派遣事業」は自社の常用雇用者の中から適任者を企業のオーダーに応

じて派遣する事業で、雇用が安定していることから厚生労働大臣への届出により行うことができます。 

当社グループでは、これら２種類の人材派遣事業を行っております。 

② 人材紹介事業 

 人材紹介事業の仕組みは、職業安定法によって定められており、現在２種類の民営職業紹介事業が認められております。

一つは「有料職業紹介事業」、もう一つは「無料職業紹介事業」であります。 

 「有料職業紹介事業」には労働者保護等のルールを踏まえた適正な職業紹介の実施が求められるため、厚生労働大臣の許

可が必要になります。一方、「無料職業紹介事業」は高等学校、大学、高等専門学校、国及び都道府県の行う職業訓練施設

等の卒業生について職業紹介を行う場合、厚生労働大臣への届出により行うことができます。 

当社グループでは、これら２種類の事業のうち「有料職業紹介事業」を行っております。 

 なお、平成12年12月の労働者派遣法及び職業安定法の改正により、それまで区別して行うべきとされていた人材派遣事業

及び人材紹介事業の兼業許可の要件が緩和され、紹介予定派遣（テンプトゥパーム）が解禁されました。紹介予定派遣と

は、派遣終了時に派遣先企業に職業紹介することを予定して行う人材派遣のことで、雇用のミスマッチを低減させる有効な

手法であります。 

③ アウトソーシング事業 

 企業において、業務効率化を目的に、コアコンピタンス（他社のまねできない、独自の価値を提供する企業の中核能力）

に資源を集中し、周辺業務には外部資源の効果的な活用を図る動きが強まっております。 

 当社グループでは、人材派遣事業において既に登録しているスタッフの活用、あるいは顧客企業のニーズに合わせた新た

な募集、採用、教育を行うことにより、業務処理委託契約の形態にてサービスを行っております。「アウトソーシング」も

人材派遣と同じく、受託業者、委託主、労働者の三者関係になりますが、「アウトソーシング」はサービスの結果としての

業務の完成を目的とするもので、委託主と労働者の間に指揮命令関係がない点が人材派遣の仕組みと大きく異なっておりま

す。 

④ その他の事業 

（組織人事コンサルティング） 

 組織人事コンサルティングとは、顧客企業がもつ組織改革や人事戦略上の課題に対し、人事制度の改革・設計・運用か

ら、人事情報システムの構築までをトータルにコンサルティングするサービスであります。近年における経営環境の大きな

変化により、雇用慣行を含む人材マネジメント自体の変容が迫られているなか、「人と組織の新たな関係づくり」に向けた

企業のニーズは確実に高まってきております。 

 当社グループでは、自社グループ内での人材マネジメント変革や人事制度改革の実績をベースに、独自の制度設計方法論

を確立したことで、現実的かつ実践的な人材マネジメントや制度構築の支援サービスを提供することが可能になりました。 

（再就職支援サービス） 

 再就職支援サービスとは、企業の経営上の理由により非自発的に退職する従業員に対し、再就職を支援するサービスのこ

とで、「アウトプレースメント」ともいわれます。 

 当社グループでは、人材紹介事業で培ったカウンセリング手法により退職者に対してきめ細かいサービスを提供する一

方、企業に対しても、人材マネジメントの観点から、雇用調整計画の提案などを行っております。 

 



（教育・研修、適性診断テスト） 

 組織は、人的資源を最大限に活かすためにも、人がもつ可能性の追求に取り組む必要があります。そのためには、人的資

源の発掘や測定、能力開発を支援する各種のツールやプログラムが求められます。 

 当社グループでは、日本エス・エイチ・エル株式会社の開発した各種の測定サービスを自社グループ内における人材派

遣、人材紹介の登録者に対する適性診断ツールとして活用する一方で、顧客企業の採用や配置などの人的資源の診断場面で

活用していただけるメニューとして提供しております。また、階層別の教育研修や目的別の各種研修プログラムなどを用意

して人材のもつ能力開発支援も行っております。 

（ＩＴ関連サービス） 

 ＩＴ研修、セミナーの実施、技術書籍・マニュアル・ドキュメント作成など、業務請負を含む各種契約形態によってＩＴ

に関するサービスを提供しております。 

  

  



４【関係会社の状況】 

 （注）１．穴吹興産㈱は、有価証券報告書を提出しております。 

    ２．㈱ＡＩＣＯＮは、提出会社の特定子会社であります。 

３．㈱ＡＩＣＯＮは、平成18年５月に東京都港区から東京都中央区に本店を移転しました。 

    ４．㈱ＡＩＣＯＮは、平成19年５月29日開催の同社臨時株主総会において、第三者に対する事業の重要な一部の譲渡及び解

散の決議をいたしました。 

  

  

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業内容

議決権の所有
（被所有）割
合 

（％） 

関係内容 

（親会社）    

穴吹興産㈱ 香川県高松市 755,794 不動産関連事業
（被所有）

56.55 

役員の兼任２名 
不動産の賃借 
人材サービスの提供 

（連結子会社）    

㈱クリエ・イルミネ
ート 

東京都千代田
区 

10,000 
人材サービス関連事
業 

100.00 役員の兼任３名 

㈱ＡＩＣＯＮ 
東京都中央区
（注）３ 

164,000 
人材サービス関連事
業 

60.98
役員の兼任４名 
運転資金の貸付 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。）であり、契約社員及び特定労働者派遣事業に係る派遣社員を含めております。 

２．特定労働者派遣事業に係る派遣社員の員数を（ ）内に内数で記載しております。 

３．㈱ＡＩＣＯＮは、平成19年５月29日開催の同社臨時株主総会において、第三者に対する事業の重要な一部の譲渡及び解

散の決議をいたしました。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、契約社員を含めて

おります。 

２．平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含めております。 

  

 

  平成19年３月31日現在

提出会社の各部門及び関係会社の名称 従業員数（人）

営業本部（提出会社）   99（ 0）

管理本部（提出会社）   20（ 0）

㈱クリエ・イルミネート   5（ 0）

㈱ＡＩＣＯＮ   67（ 63）

合計   191（ 63）

    平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

119 33.7 4.2 4,911,811 



(3）労働組合の状況 

 当社に労働組合は組織されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費に依然として弱さが見られるものの、企業収益が改善し、設備投資も増加

するなど、企業部門の好調さを背景に、景気は回復を続けました。 

人材サービス業界においては、有効求人倍率が１倍を超えて推移するなど、雇用情勢の改善に広がりが見られ、企業の人材

サービスに対する需要は増加傾向となりました。 

このような経営環境のもと、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高 7,640,828千円、売上総利益1,626,604

千円、営業利益127,740千円、経常利益144,405千円となり、経常利益に対して特別損益（平成19年５月に解散決議を行った特

定子会社（株式会社ＡＩＣＯＮ）に係る特別損失（減損損失73,332千円、貸倒引当金繰入額11,770千円）等）、法人税等を加

減した当期純利益は38,082千円となりました。 

当社グループが営む人材サービス関連事業における各事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社は、当期より連結財務諸表を作成しておりますが、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部

門に区分して記載しております。 

また、前期との比較については、当社の前事業年度における業績（非連結）と当社グループの当連結会計年度における業績

との比較をご参考のために記載しております。 

   （人材派遣事業） 

人材派遣事業については、企業部門の好調さを背景にオーダー数が増加傾向にある一方、雇用情勢の改善による正社員志

向の高まりなどから、企業の派遣ニーズに見合った登録スタッフ（一般労働者派遣事業における派遣希望登録者）の確保が

一段と難しい状況になってきております。 

このような環境のもと、当社グループは、平成18年４月に子会社化した株式会社ＡＩＣＯＮにおいて、大韓民国（韓国）

の若手ＩＴ技術者をわが国企業に派遣する特定労働者派遣事業を開始したほか、同年７月に名古屋市のフランチャイズ店

「クリエ東海」を事業譲受けによって直営化し、東京・名古屋・大阪の３大都市圏を結ぶ営業ネットワークを構築するな

ど、営業基盤の拡充と、当社グループとしての独自性の確立に努めました。また、人材派遣ウェブサイト「crie job plaza

（クリプラ）」の有効活用、全ての登録スタッフを対象とした福利厚生サービス「ＣＲＩＥクラブオフ」の提供開始、当社

の設立20周年を記念した香川県でのイベント開催など、各種施策による登録スタッフの確保にも注力しました。 

以上の結果、当事業では、東京支店の成長や、子会社の設置、名古屋への出店に伴う売上拡大に加え、主たる営業エリア

である四国と中国における収益も堅調に推移したことから、売上高は7,060,168千円（前期比122.2％）、売上総利益は

1,330,035千円（同116.5％）となりました。 

（人材紹介事業） 

人材紹介事業については、お盆などの帰省シーズンにあわせた中四国各地での転職相談会、首都圏在住の自動車業界、金

融業界出身者を対象とした東京での相談会開催などにより、中四国へのＵＩターン希望者、当社グループが強みを持つ業界

の出身者を中心に、求職者の確保に取り組みましたが、同業他社との競争激化や、雇用情勢の改善に伴って紹介業者を介さ

ない就職・採用活動が増加したことなどから、紹介希望の登録者数は伸び悩みました。この結果、当事業の売上高は185,026

千円（前期比128.6％）、売上総利益は183,001千円（同128.4％）となりました。 

（アウトソーシング事業） 

アウトソーシング事業については、小売業界の業務受託を中心に、案件ごとの収益性を考慮した営業を継続した結果、売

上高は246,568千円（前期比57.0％）、売上総利益は49,654千円（同55.6％）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業については、平成18年４月に設立した株式会社クリエ・イルミネートの主力事業であるＩＴ関連サービス

（ＩＴ研修等）が好調に売上を伸ばしました。 

また、研修サービスでは、日本エス・エイチ・エル株式会社との共同開発による適性テストを活用した独自の管理職向け

研修プログラムの販売を開始しました。 

さらに、再就職支援サービスでは、株式会社ＪＭＡＭチェンジコンサルティングとの提携のもと、四国地場企業への営業

に注力したほか、組織人事コンサルティングサービスでは、中四国各地で経営セミナーを開催するなど積極的な営業活動を

展開しました。 

以上の結果、その他の事業の売上高は149,065千円（前期比122.2％）、売上総利益は63,912千円（同93.7％）となりまし

た。 

なお、当連結会計年度においては、旅行関連事業（平成17年10月に会社分割に伴い廃止）に係る売上高はありません。ま

た、フランチャイズ店「クリエ東海」に係るロイヤリティ収入も、平成18年７月の直営化以降は生じておりません。 

  



(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高から72,021千円増加し、当連結会計年

度末には633,707千円となりました。 

主力の人材派遣事業（一般労働者派遣事業）が着実に成長したことから営業活動によるキャッシュ・フローがプラスになる

一方、営業基盤の強化・拡充に積極的に取り組んだことから、投資活動の結果使用した資金の額が、営業活動により獲得した

資金の額とほぼ同じ水準の金額となりました。また、前期に実施した会社分割の影響（旅行関連事業に係る買掛金が消滅）及

び営業基盤の強化・拡充のための資金需要から借入金が増加した結果、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりま

した 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

なお、当社は、当期より連結財務諸表を作成しておりますので、前期との比較は行っておりません。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は220,393千円となりました。 

これは、減損損失、税金等調整前当期純利益のほか、期末にあたる３月の売上が前期より増加したことに伴う未払消費税

等の増加などによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は194,085千円となりました。 

これは、株式会社ＡＩＣＯＮの株式取得による子会社化、フランチャイズ店の直営化（フランチャイズ契約の相手方から

の事業の一部譲受け）に伴う支出などによるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は45,713千円となりました。 

これは主に、長期借入れの実施による増加及び配当金の支払いによるものであります。 

  

 



２【受注及び販売の状況】 

(1）受注状況 

 当社グループは受注生産を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(2）販売（売上）実績 

① 当連結会計年度の販売（売上）実績を、人材サービス関連事業の各事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前期比には、提出会社の前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）における実績と対比した数値を記

載しております。 

  

② 当連結会計年度の販売（売上）実績を、地域別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．その他は、㈱フロンテアとの事業譲渡契約の締結に伴い、平成18年７月１日をもって終了した同社とのフランチャイズ

契約に基づく収入等であります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前期比には、提出会社の前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）における実績と対比した数値を記

載しております。 

  

 

事業部門の名称 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前期比（％） 

人材派遣事業（千円） 7,060,168 122.2 

人材紹介事業（千円） 185,026 128.6 

アウトソーシング事業（千円） 246,568 57.0 

その他の事業（千円） 149,065 122.2 

合計（千円） 7,640,828 118.0 

地域 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

前期比（％） 

四国（千円） 3,687,660 106.3 

中国（千円） 1,852,466 107.4 

近畿（千円） 743,731 104.1 

中部（千円） 300,708 － 

関東（千円） 1,052,636 189.9 

その他（千円） 3,624 28.0 

合計（千円） 7,640,828 118.0 



③ 当連結会計年度の人材派遣事業（一般労働者派遣事業）における新規登録者数、登録者数累計及び派遣労働者数は、次の

とおりであります。 

 （注）１．特定労働者派遣事業に係る員数は含まれておりません。 

２．中部地域の新規登録者数及び登録者数累計には、㈱フロンテアからの事業の一部譲受け（平成18年７月）にあたり、同

社から引き継いだ登録者1,766人を含めております。 

３．派遣労働者数は、各月の給与支払者数を平均しております。 

４．前期比には、提出会社の前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）における実績と対比した数値を記

載しております。 

  

 

地域 

新規登録者数 登録者数累計 派遣労働者数（注）３ 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前期比
（％） 

当連結会計年度末
(平成19年３月31日) 

前期比
（％） 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前期比
（％） 

四国 
（高松支店・徳島支店・ 
高知支店・松山支店） 
（人） 

2,687 105.6 26,096 111.5 1,332 102.9

中国 
（広島支店・福山支店・ 
岡山支店）（人） 

1,503 111.2 12,778 113.3 619 101.4

近畿（大阪支店）（人） 702 122.5 6,680 111.7 223 97.4

中部（名古屋支店）（人） 2,280 － 2,280 － 139 －

関東（東京支店）（人） 830 62.4 2,588 147.2 196 148.7

合計（人） 8,002 138.0 50,422 118.9 2,509 110.8



３【対処すべき課題】 

当社グループは、平成17年10月の会社分割に伴う旅行関連事業の廃止以降、人材サービス関連事業に特化した経営を行って

おります。当連結会計年度においては、フランチャイズ店「クリエ東海」の直営化とこれによる東名阪の都市圏ネットワーク

構築のほか、専門的なＩＴ関連サービスを全国的に展開する株式会社クリエ・イルミネートの新設、韓国人ＩＴ技術者をわが

国企業に派遣する事業（特定労働者派遣事業）を行う株式会社ＡＩＣＯＮの子会社化など、「総合人材サービス企業」として

成長を続けていくための営業基盤の拡充と、独自性の確立に努めました。 

今後については、直近の数年間に実施した各種施策の成果として構築された営業基盤を活用し、適宜修正を加えながら、営

業エリアの特性を考慮したきめ細かい人材サービスの提供を徹底していくことで、収益力の強化をめざしてまいります。ま

た、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の提出義務化を一つの契機に、広く社内体制の確立・強化にも注力し、当社が

Mission（存在意義）として掲げる「人が「活かされ」「活きる」をコーディネート」する総合人材サービス企業として、健全

な発展を続けてまいります。 

人材サービス関連事業における各事業部門別の対処すべき課題は、次のとおりであります。 

   （人材派遣事業） 

一般労働者派遣事業については、企業側の要望に見合った登録スタッフの安定的な確保・供給体制を構築することが、景

気回復を背景に増加を続ける企業からのオーダーを収益に結びつけるための大きな課題となっております。当社グループで

は、この課題に対処するため、全社のスタッフ募集を集中的にコントロールする部門を平成19年４月の組織変更において新

設しました。当連結会計年度から採用しているエリア別の営業部制（四国・中国・都市圏の３営業部）との有機的な連携の

もと、ウェブサイト、各種広告媒体の有効活用、スタッフ向けの様々な施策の実施など、各エリアの特性を考慮した機動的

かつ効率的な募集戦略の実践により、登録スタッフの確保と質の向上をめざしてまいります。 

なお、当連結会計年度から営業を開始した特定労働者派遣事業については、組込み系ソフトウェア技術者が慢性的な不足

状態にあるわが国において、潜在的な成長性を有する事業であると考えられますが、ノウハウの不足によるコスト圧力、技

術営業の経験不足による顧客開拓の遅延などから、当該事業を担当する特定子会社（株式会社ＡＩＣＯＮ）が債務超過会社

となりましたので、その事業の重要な一部を第三者（株式会社フルキャストテクノロジー）に譲渡した上で、同社を清算す

ることにいたしました。当社グループの構成と事業範囲を速やかに見直すことで、企業集団としての健全な発展を続けてま

いります。 

   （人材紹介事業） 

 人材紹介事業については、他の事業部門と比較して売上総利益率が高く、当社グループの収益性向上と継続的な成長に不

可欠な事業でありますが、雇用情勢の改善に伴って紹介業者を介さない就職・採用活動が増加したことなどから、平成18年

の後半から紹介希望の登録者数が伸び悩む厳しい状況が続いております。当社グループでは、このような状況に鑑み、平成

19年４月に人材紹介事業を担当するＨＲコンサルティング部を３分割し、四国・中国・都市圏の各エリア営業部に編入する

組織変更を実施しました。主として人材派遣事業を担当する各支店（エリア営業部の下部組織）と協力しながら、より地域

に密着した営業を展開していくことで、求職者の確保と紹介先企業の新規開拓に努めてまいります。また、紹介予定派遣へ

の取り組みを一段と強化するなどして、人材派遣事業との相乗効果による売上の拡大をめざしてまいります。 

   （アウトソーシング事業） 

アウトソーシング事業については、引き続き、案件ごとの収益性を見極めながら、新規受託と既存顧客からの受注拡大に

取り組んでまいります。 

   （その他の事業） 

ＩＴ関連サービスについては、マイクロソフト社の新基本ソフト発売などのビジネスチャンスを活用しながら、ＩＴ研修

の売上増加をめざしてまいります。また、旧ＨＲコンサルティング部が担当していた組織人事コンサルティングサービス、

再就職支援サービス等については、組織変更を機に、各支店との連携を一段と強化することで、主たる営業エリアである四

国での売上拡大を図ってまいります。 

  

 



４【事業等のリスク】 

当社グループが行う事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると思われる主な事項を記載

しております。なお、本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

(1) 経済情勢、景気動向の変化について 

当社グループは、日本国内に主要な事業所を置いておりますので、当社グループの経営成績はわが国経済の状況、特に中

四国エリアの企業収益の動向と雇用情勢に大きく影響を受けることになります。 

  

(2) 市場環境の変化について 

当社グループは、主に中四国、近畿圏、東海圏及び首都圏において事業を展開しております。当社グループが行う人材

サービス関連事業では、昨今の規制緩和等により、新規参入や既存業者の拠点数が増加傾向にあるため、当社グループの主

要な事業エリアにおいて競合が激化した場合には、当社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

(3) 法的規制の変更について 

当社グループが行う人材ビジネス関連事業に適用される労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険

法、労働者派遣法、職業安定法等は、今後も適宜、法解釈の変更や法改正が行われることが予想されます。この場合、規制

の強化または緩和に起因する売上の減少や費用の増加が、当社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性がありま

す。 

  

(4) 個人情報の管理について 

当社グループが行う人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業等では、それぞれの事業ごとに個人情報を取得

し、利用しております。当社グループでは、個人情報の管理に十分留意しておりますが、個人情報が漏洩する事態が生じた

場合には、信用失墜による売上の減少、損害賠償による費用の発生など、当社グループの経営成績に大きな影響を与える可

能性があります。 

  

(5) 訴訟リスクについて 

当社グループの主力事業部門である人材派遣事業では、多数ある派遣先事業所において各々の派遣労働者が各種各様の業

務に従事しております。これは人材派遣事業に限ったことではなく、当社グループの人材サービス関連事業を構成する各事

業部門についても、それぞれ多数の企業、個人との取引関係の上に事業が成り立っております。現在のところ、当社グルー

プに対して重要な訴訟は提起されておりませんが、将来において、重要な訴訟が提起された場合には、信用失墜による売上

の減少、損害賠償による費用の発生など、当社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

(1）事業譲渡契約の締結 

  当社は、東海地区における労働者派遣事業のフランチャイズ契約の相手方である株式会社フロンテアとの間で、同社の人

材派遣サービス事業（「クリエ東海」）を譲り受ける事業譲渡契約を締結することを、平成18年５月19日開催の取締役会に

おいて決議し、同年７月１日に実行しました。 

① 事業譲受けの目的 

  当社は、事業譲渡契約の締結時点において、中四国エリアのほか、東京と大阪に直営の営業拠点を設置しておりました

が、唯一のフランチャイズ店「クリエ東海（名古屋市中区）」に係る事業を譲り受け、当社直営の拠点とすることで、東

名阪の都市圏営業ネットワークを強化し、更なる収益向上と経営の効率化を図ってまいります。 

② 事業譲受けの方法及び内容 

ａ．事業譲受けの日程 

平成18年５月19日 事業譲受け承認取締役会 

平成18年５月19日 事業譲受け契約書締結 

平成18年７月１日 事業譲受け期日 

ｂ．譲受け価額及び決済方法 

  譲受け価額85百万円（税別）を、平成18年７月に株式会社フロンテアに対して支払いました。 

  

(2）当社が営業代理権（フランチャイズ）を付与する契約の終了 

   株式会社フロンテアとの事業譲渡契約の締結に伴い、平成18年７月１日をもって、下記のフランチャイズ契約を終了しま

した。 

 （注）１．上記については、ロイヤリティとして売上高の一定率を受取ることになっております。 

２．フランチャイズとは、事業者が、他の事業者との間に契約を結び、自己の商号・商標その他の営業の象徴となるもの

や、経営ノウハウを用いて、同一体と認められるイメージのもとに商品の販売等の営業代理権を与える形態のことであ

ります。 

  

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

 

契約年月日 相手先名 契約内容 契約期間 

平成13年５月１日 ㈱フロンテア 
東海地区における労働者派遣事業の
フランチャイズ契約 

平成13年５月１日から 
平成23年４月30日まで 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項については、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行ってお

ります。 

なお、詳細については、「第５ 経理の状況１．連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項」に記載のとおりであります。 

  

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

① 経営成績の分析 

 （売上高） 

当連結会計年度の売上高は、平成17年10月の旅行関連事業の会社分割（廃止）によって当該事業の売上がなくなったも

のの、主力の人材派遣事業（一般労働者派遣事業）が、東京支店の成長や、名古屋への出店（事業譲受けによるフラン

チャイズ店「クリエ東海」の直営化）に伴う都市圏での売上拡大などにより着実に売上を増加させたことから、7,640,828

千円（前期（非連結）比107.9％）となりました。 

（売上原価、販売費及び一般管理費） 

当連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費は、四国において一般労働者派遣事業に係る派遣料金単価が低水準

での推移を続けたこと、都市圏を中心に当該事業に係るスタッフ募集経費が増加したこと、平成18年４月に子会社化し、

同年５月から特定労働者派遣事業を開始した株式会社ＡＩＣＯＮに係る初期費用の発生とその後の業績不振などにより、

売上総利益率、営業利益率ともに前期を下回る水準となり、売上総利益は1,626,604千円（前期（非連結）比105.1％）、

営業利益は127,740千円（同97.0％）となりました。 

（営業外損益、特別損益） 

当連結会計年度は、営業外収益22,778千円、営業外費用6,113千円、特別利益474千円、特別損失86,860千円を計上しま

した。なお、営業外収益は簡易保険の解約に伴う保険返戻益（10,996千円）など、特別損失は清算中の特定子会社（株式

会社ＡＩＣＯＮ）に係る減損損失（73,332千円）、貸倒引当金繰入額（11,770千円）などであります。 

  

② 財政状態の分析 

（流動資産） 

   当連結会計年度末の流動資産の残高は、1,591,424千円となり、期首から184,000千円増加しました。 

これは主に、期末にあたる３月の売上が前期より増加したことに伴う売掛金の増加（790,094千円から882,182千円へ

92,088千円増）によるものであります。 

（固定資産） 

   当連結会計年度末の固定資産の残高は、362,986千円となり、期首から154,307千円増加しました。 

これは、清算中の特定子会社（株式会社ＡＩＣＯＮ）に係る特別損失を当期の損益計算書に計上したことに伴う繰延税

金資産の増加（16,911千円から98,193千円へ81,282千円増）などによるものであります。 

（流動負債） 

   当連結会計年度末の流動負債の残高は、1,107,233千円となり、期首から277,543千円増加しました。 

これは主に、期末にあたる３月の売上が前期より増加したことに伴う未払費用（516,325千円から615,189千円へ98,863

千円増）及び未払消費税等（112,300千円から165,917千円へ53,617千円増）の増加によるものであります。 

 



（固定負債） 

   当連結会計年度末の固定負債の残高は、83,570千円となり、期首から41,502千円増加しました。 

これは主に、営業基盤の強化・拡充を資金使途として、銀行から長期借入（残高37,940千円）を行ったことによるもの

であります。 

（純資産） 

   当連結会計年度末の純資産の残高は、763,607千円となり、期首から19,262千円増加しました。 

これは主に、当社役員に対するストック・オプションとして、新株予約権を発行したことによるものであります。 

  

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「４．事業等のリスク」に記載のとおりであります。 

  

(4）経営戦略の現状と見通し 

当社グループは、平成17年10月の会社分割に伴う旅行関連事業の廃止以降、人材サービス関連事業に特化した経営を行って

おります。当連結会計年度においては、フランチャイズ店「クリエ東海」の直営化とこれによる東名阪の都市圏ネットワーク

構築のほか、専門的なＩＴ関連サービスを全国的に展開する株式会社クリエ・イルミネートの新設など、「総合人材サービス

企業」として成長を続けていくための営業基盤の拡充と、独自性の確立に努めました。 

今後については、直近の数年間に実施した各種施策の成果として構築された営業基盤を活用し、適宜修正を加えながら、営

業エリアの特性を考慮したきめ細かい人材サービスの提供を徹底していくことで、収益力の強化をめざしてまいります。ま

た、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の提出義務化を一つの契機に、広く社内体制の確立・強化にも注力し、当社が

Mission（存在意義）として掲げる「人が「活かされ」「活きる」をコーディネート」する総合人材サービス企業として、健全

な発展を続けてまいります。 

  

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの資金状況については、「１．業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 

  

(6）経営者の問題認識と今後の方針について 

経営者の問題認識と今後の方針については、本項に記載したほか、「３．対処すべき課題」に記載のとおりであります。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、システム関連設備費用等として12,504千円の設備投資を行いました。なお、当連結会計年度において、重

要な設備の除却、売却等はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 平成19年３月31日現在の各支店の設備、従業員の配置状況は、次のとおりであります。 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェア、電話加入権及び差入保証金等であります。なお、金額に消費税等は含ま

れておりません。 

２．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

帳簿価額（千円）
従業員数
（人） 

建物 工具器具備品 その他 合計 

本社 
（香川県高松市） 

人材サービス関連事
業 

7,877 6,208 49,488 63,573 20

高松支店 
（香川県高松市） 

人材サービス関連事
業 

4,288 2,878 12,466 19,633 25

徳島支店 
（徳島県徳島市） 

人材サービス関連事
業 

12 49 2,142 2,204 4

高知支店 
（高知県高知市） 

人材サービス関連事
業 

1,130 99 2,393 3,623 6

松山支店 
（愛媛県松山市） 

人材サービス関連事
業 

459 62 6,549 7,072 12

広島支店 
（広島市中区） 

人材サービス関連事
業 

－ 257 6,468 6,726 10

福山支店 
（広島県福山市） 

人材サービス関連事
業 

－ 24 2,713 2,738 2

岡山支店 
（岡山県岡山市） 

人材サービス関連事
業 

1,114 292 3,831 5,237 8

大阪支店 
（大阪市北区） 

人材サービス関連事
業 

1,080 426 14,075 15,582 11

名古屋支店 
（名古屋市中区） 

人材サービス関連事
業 

5,944 1,675 11,021 18,641 6

東京支店 
（東京都千代田区） 

人材サービス関連事
業 

7,415 2,028 20,901 30,344 15

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 リース期間
年間リース料
（千円） 

リース契約残高
（千円） 

本社 
（香川県高松市） 

人材サービス関連事
業 

人材派遣システム一式
（所有権移転外ファイナンス・リース） 

平成17年４月～
平成22年３月 

3,744 10,951

Ｗｅｂシステム一式 
（所有権移転外ファイナンス・リース） 

平成17年12月～
平成21年12月 

3,012 7,822



(2）国内子会社 

 （注）１．㈱ＡＩＣＯＮは、平成18年５月に東京都港区から東京都中央区に本店を移転しました。 

    ２．㈱ＡＩＣＯＮは、平成19年５月29日開催の同社臨時株主総会において、第三者に対する事業の重要な一部の譲渡及び解

散の決議をいたしました。 

    ３．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向を含

む。）であり、契約社員及び特定労働者派遣事業に係る派遣社員を含めております。 

      なお、特定労働者派遣事業に係る派遣社員の員数は（）内に内数で記載しております。  

    

３【設備の新設、除却等の計画】 

 平成19年３月31日現在における重要な設備の新設、改修計画はありません。 

  

        平成19年３月31日現在 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメント
の名称 

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人） 

建物
工具器具
備品 

その他 合計 

㈱クリエ・イ
ルミネート 

本社 
（東京都千代
田区） 

人材サービス関連事業 事務所 － － － － 5 ( 0)

㈱ＡＩＣＯＮ 

本社 
（東京都中央
区） 
（注）１ 

人材サービス関連事業 事務所 － － － － 67 (63)



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 90,000 

計 90,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年６月22日） 

上場証券取引所名また
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 23,400 23,400 ジャスダック証券取引所 

完全議決権株
式であり、権
利内容に何ら
限定のない当
社における標
準となる株式 

計 23,400 23,400 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 平成18年６月23日定時株主総会決議 

（注） 発行価格に新株予約権の行使時の払込金額を合算した金額は209,361円であります。 

 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 560 560 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 560 560 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 146,370 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年９月23日
至 平成23年９月22日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格    62,991
資本組入額   104,681 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受

けた者（以下「新株予約

権者」という。）は、権

利行使時においても当社

または当社子会社の役員

もしくは従業員であるこ

とを要する。但し、権利

行使期間中に退任、退職

により対象者としての地

位を喪失した場合は、喪

失後１年間に限り新株予

約権の行使を認める。な

お、新株予約権の割当日

から２年を経過した日ま

でに退任、退職により対

象者としての地位を喪失

した場合は、新株予約権

の割当日の翌日から２年

を経過した日から１年間

に限り新株予約権の行使

を認める。 

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを

行使することを認める。

なお、当該相続人による

新株予約権の行使条件

は、下記③の契約に定め

るところによる。 

③その他の新株予約権の行

使に関する条件について

は、取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者

との間で締結した「新株

予約権割当契約」に定め

るところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには
取締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．新株引受権の権利行使による増加 

発行株数       50株 

発行価格     80,000円 

資本組入額    40,000円 

２．新株引受権の権利行使による増加 

発行株数      450株 

発行価格     80,000円 

資本組入額    40,000円 

３．株式分割（１：５）による増加 

  

(5）【所有者別状況】 

 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高 

（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金残
高 

（千円） 

平成14年11月30日 
（注）１ 

50 4,230 2,000 225,400 2,080 93,600

平成15年３月31日 
（注）２ 

450 4,680 18,000 243,400 18,720 112,320

平成17年11月18日 
（注）３ 

18,720 23,400 － 243,400 － 112,320

        平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況
端株の状況
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 6 8 8 1 2 1,008 1,033 － 

所有株式数
（株） 

－ 251 76 13,783 645 3 8,642 23,400 － 

所有株式数の
割合（％） 

－ 1.07 0.33 58.90 2.76 0.01 36.93 100 － 



(6）【大株主の状況】 

  

(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

 

    平成19年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

穴吹興産株式会社 香川県高松市鍛冶屋町７－12 13,235 56.55 

藏田 徹 香川県高松市 2,510 10.72 

クリエアナブキ従業員持株会 
理事長 森本 健二 

香川県高松市鍛冶屋町７－12 945 4.03 

シティグループ・グローバ
ル・マーケッツ・インク 
（常任代理人日興シティグル
ープ証券株式会社） 

388 GREENWICH STREET
NEW YORK, N.Y.10013 U.S.A. 
（東京都港区赤坂５丁目２－20） 

645 2.75 

株式会社穴吹ハウジングサー
ビス 

香川県高松市紺屋町３－６ 500 2.13 

穴吹 忠嗣 香川県高松市 480 2.05 

穴吹 キヌヱ 香川県高松市 305 1.30 

上口 裕司 香川県高松市 290 1.23 

野地 和彦 横浜市保土ヶ谷区 108 0.46 

若林 達樹 神奈川県大和市 101 0.43 

計 － 19,119 81.70 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 23,400 23,400

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社における
標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 23,400 － － 

総株主の議決権 － 23,400 － 

      平成19年３月31日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － －

計 － － － － －



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法による

ものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

  

（平成18年６月23日定時株主総会決議） 

 会社法に基づき、平成18年６月23日第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び常勤監査役に対して特に有利

な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年６月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

（注） 新株予約権発行後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権１個当たりの行使時に

おける払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

                        １ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――― 

                  株式分割・株式併合の比率 

  

また、新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（時価発行として行う公募増

資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  

                        新規発行（処分）×１株当たり 

                        株式数      行使価額 

                   既発行＋―――――――――――――――― 

                   株式数   新株式発行（処分）前の時価 

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――――――――― 

                   既発行株式数＋新規発行（処分）株式数 
 

決議年月日 平成18年６月23日

付与対象者の区分及び人数（名） 
取締役   ４
常勤監査役 １ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 取締役に対して520、常勤監査役に対して40、合計560 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 146,370（注）

新株予約権の行使期間 
自 平成20年９月23日
至 平成23年９月22日 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」と

いう。）は、権利行使時においても当社または当社子会社

の役員もしくは従業員であることを要する。但し、権利行

使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失し

た場合は、喪失後１年間に限り新株予約権の行使を認め

る。なお、新株予約権の割当日から２年を経過した日まで

に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合

は、新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日から

１年間に限り新株予約権の行使を認める。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使する

ことを認める。なお、当該相続人による新株予約権の行使

条件は、下記③の契約に定めるところによる。 

③その他の新株予約権の行使に関する条件については、取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した

「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式の総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

をいう。また、割当日後に当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社

と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が必要と認める行

使価額の調整を行うことができる。 

  

  



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しております。各期の剰余金の配当については、経営基盤の強化

と今後の積極的な事業展開を図るための内部留保の充実を勘案しながら、配当性向30％程度を一つの目安として、安定的かつ継

続的な配当を実施してまいりたいと考えております。 

当社は、剰余金の配当について、期末配当の基準日を毎年３月31日とする旨、及び毎年９月30日を基準日として中間配当を行

うことができる旨を、定款に定めております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当事業年度の配当については、上記方針に基づき、１株当たり1,200円の期末配当（年間配当は前期と同額の1,200円、連結業

績ベースの配当性向は73.7％（個別業績ベースでは840.9％）となります。）を実施することを決定しました。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

 

決議年月日 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成19年６月21日 
定時株主総会決議 

28,080 1,200 



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会の

公表のものであります。なお、第19期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表のものでありま

す。 

２．□印は、株式分割権利落後の最高・最低株価を示しております。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 350,000 590,000 1,010,000※
1,250,000
□ 439,000 

258,000 

最低（円） 96,000 110,000 365,000※
610,000

□ 191,000 
83,900 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 128,000 134,000 115,000 122,000 110,000 96,400 

最低（円） 106,000 92,200 95,000 95,000 94,900 83,900 



５【役員の状況】 

  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数（株） 

取締役会長   穴吹 忠嗣 昭和28年１月４日生 

昭和50年４月 山種証券株式会社入社 

昭和53年８月 穴吹興産株式会社入社 

昭和55年３月 同社 取締役就任 

昭和60年12月 有限会社エービホーム（現・有

限会社穴吹）設立 代表取締役

就任（現任） 

昭和61年４月 当社設立 代表取締役社長就任 

昭和62年７月 穴吹エンタープライズ株式会社

設立 代表取締役社長就任 

平成元年６月 穴吹興産株式会社 代表取締役

専務就任 

平成３年１月 同社 代表取締役副社長就任 

平成６年７月 同社 代表取締役社長就任（現

任） 

平成８年７月 当社 代表取締役会長就任 

平成13年６月 当社 取締役会長就任（現任） 

平成15年７月 株式会社あなぶきリアルエステ

ート設立 取締役会長就任（現

任） 

平成15年10月 穴吹エンタープライズ株式会社

取締役会長就任（現任） 

平成17年７月 あなぶきホームプランニング株

式会社設立 取締役就任（現

任） 

平成17年10月 株式会社穴吹トラベル設立 取

締役会長就任（現任） 

平成18年５月 株式会社ＡＩＣＯＮ取締役就任 

平成18年11月 穴吹不動産流通株式会社設立 

代表取締役社長就任（現任） 

（注）２ 480 

取締役社長 

(代表取締役) 
  藏田 徹 昭和34年１月21日生 

昭和58年４月 株式会社リクルート入社 

昭和61年２月 穴吹興産株式会社入社 

昭和61年４月 同社より当社に転籍 

平成元年４月 当社 取締役就任 

平成３年10月 当社 常務取締役就任 

平成７年３月 当社 専務取締役就任 

平成８年７月 当社 代表取締役社長就任（現

任） 

平成15年９月 穴吹興産株式会社取締役就任

（現任） 

平成17年10月 株式会社穴吹トラベル設立 代

表取締役社長就任（現任） 

平成18年４月 株式会社クリエ・イルミネート

設立 取締役就任（現任） 

平成18年５月 株式会社ＡＩＣＯＮ取締役就任 

（注）２ 2,510 



 （注）１．監査役柳瀬治夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

    ２．平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

    ３．平成16年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数（株） 

取締役   上口 裕司 昭和34年１月27日生 

昭和58年４月 株式会社広島シンコー入社 

昭和59年７月 株式会社リクルート入社 

昭和62年６月 当社入社 

平成11年４月 当社 営業本部本部長就任 

平成11年６月 当社 取締役就任（現任） 

平成18年４月 株式会社クリエ・イルミネート

設立 取締役就任（現任） 

平成18年５月 株式会社ＡＩＣＯＮ代表取締役

副社長就任 

平成18年12月 同社 代表取締役社長就任 

平成19年５月 株式会社ＡＩＣＯＮ代表清算人

就任（現任） 

（注）２ 290 

取締役 管理本部長 山之内 茂 昭和31年10月２日生 

昭和55年４月 廣告社株式会社入社 

昭和57年９月 株式会社リクルート入社 

昭和61年11月 当社入社 

平成12年４月 当社 管理部長就任 

平成13年５月 当社 取締役就任（現任） 

平成18年４月 株式会社クリエ・イルミネート

設立 監査役就任（現任） 

平成18年５月 株式会社ＡＩＣＯＮ取締役就任 

（注）２ 25 

常勤監査役   福田 清之 昭和11年９月８日生 

昭和34年３月 山種証券株式会社入社 

平成５年６月 同社 代表取締役常務就任 

平成７年６月 同社 常勤顧問就任 

平成８年９月 当社入社 常勤顧問就任 

平成10年６月 当社 常勤監査役就任（現任） 

（注）３ 25 

監査役   柳瀬 治夫 昭和34年２月19日生 

昭和55年10月 司法試験合格 

昭和58年４月 司法修習終了 

昭和58年４月 東京地方検察庁検事 

昭和63年４月 弁護士登録（香川県弁護士会） 

平成13年７月 当社 監査役就任（現任） 

平成18年３月 株式会社セシール監査役就任

（現任） 

（注）３ － 

       計   3,330



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、以下に掲げる経営基本方針のもと、コーポレート・ガバナンスを充実させるためには、迅速な意思決定とコンプラ

イアンス体制・監督機能の確立が重要であると考えております。 

 刻々と変化する事業環境に対応するために、少数の取締役によってスピーディーな経営判断を行い、監査役、内部監査員等

によってその執行状況を厳しく監視してまいります。 

  

＜経営の基本方針＞ 

 当社は、経営の基本方針として、Mission（存在意義）、Vision（めざす姿）、Value（大切にすべき価値観）を策定し、利

害関係者に向けて宣言しております。 

  

  

 

  

Mission（存在意義） 

ＣＲＩＥは人が「活かされ」「活きる」をコーディネートします 

 私たちがいつも考えていることは、“事業を通じて関わっていくすべての人やお客様が、よりよく生き

るために何ができるのだろうか”ということです。当社はこのテーマに基づいて、機会を創り出すこと、

価値を生み出すことに意味をおいています。人が「活かされ」「活きる」を考え続け、一歩ずつ近づいて

いきたい、それが私たちにできる貢献ではないかと考えます。 

  

Vision（めざす姿） 

ＣＲＩＥは提供するサービスにおいて国内最高のクオリティをめざします 

 私たちがめざしているところ、それは“提供するサービスクオリティの高さで評価をいただく”ことで

す。そのためには、私たち自身のヒューマンクオリティを最大化し、そこから生まれるサービスで、お客

様から常に支持される、そんな存在になってはじめて可能になると考えています。 

  

Value（大切にすべき価値観） 

当社の価値基準を示しております。 

[クオリティとスピード] 

われわれが提供するサービスの本質は、クオリティとスピードである。 

クオリティは安心をもたらし、スピードは価値を生み出す。 

[Think Win-Win] 

永続的な信頼関係を作り上げる唯一の方法は、Win-Winを考えることである。 

われわれは常に正直かつ誠実に向き合う。 

[三つの勇気] 

革新し続けるためには、「自己を否定する、リスクに挑戦する、責任を取る」 

この三つの勇気が必要である。その決意があってはじめて革新への前進が始まる。 

[楽しさと感動] 

本物の楽しさや感動は、プロフェッショナルな仕事の中から生まれる。 

われわれはそれを共有する文化を大切にする。 

[目的共有体] 

仕事は、主体的な参加である。 

われわれは自らの意思により目的を共有する存在である。 

  



(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

 当社は、取締役会及び監査役を設置しております。なお、取締役は４名（うち社外取締役０名）、監査役は２名（うち社

外監査役１名）であります。 

  

② 内部統制システム整備に関する基本方針 

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 経営の基本方針及びコンプライアンスに関する諸規程を制定し、法令及び定款に適合した職務執行を確保するための、

取締役及び使用人の行動規範とする。なお、管理本部がコンプライアンスに関する取組みを統括し、コンプライアンス体

制の整備及び維持を図ることとする。 

  

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務執行に係る情報については、社内文書保管・保存規程、個人情報保護規程等の社内規程に基づき、適切か

つ確実に保存及び管理することとする。 

  

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 情報セキュリティ、災害等の各種のリスクについては、個々のリスクに関する管理責任者を定め、当該責任者の指揮の

もと、マニュアル等の作成とその周知徹底、業務指導、研修等を適宜実施することによって、リスクに適切に対応できる

体制の整備を図る。なお、経営に重大な影響を及ぼす可能性があるリスクに関する分析及び対策の検討は、代表取締役社

長を議長とする経営会議において、これを行うこととする。 

  

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 取締役の職務執行が効率的に行われるための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて

適宜臨時に開催する。また、取締役会から委任を受けた日常的な業務に関する意思決定については、常勤の取締役全員に

より構成される経営会議において、これを行うことができることとする。 

  

ｅ．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社の親会社（穴吹興産株式会社）の企業集団における業務の適正を確保するため、親会社の役員と企業集団を構成す

る各社の社長が出席するグループ経営会議、各社管理部門の担当役員が出席するコンプライアンス委員会、実務担当者が

出席する総務合同会議を定期的に開催しており、これらの会議を通して、企業集団としてのコンプライアンス体制に関す

る問題点の把握、情報の共有化等を図る。また、当社の子会社に対しては、関係会社管理規程に基づき、子会社の統括管

理を担当する管理本部が適宜指導を行うこととする。 

  

ｆ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めたときは、取締役は可及的速やかに監査役補助者を選定する。な

お、この場合において、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役の事前の承認を受ける

こととする。 

  

ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 代表取締役及び業務執行を行う取締役は、取締役会等の重要会議において、監査役に対して業務執行に関する報告を行

うものとし、また、取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、直ちに監査役に

報告することとする。なお、前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める

ことができることとする。 

  

ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 内部監査規程に基づいて代表取締役が設置する内部監査員と協力して、監査を行うことができる。また、必要に応じ

て、顧問弁護士、会計士等の専門家に相談し、監査業務に関する助言を受けることができることとする。 

  

 



③ 内部統制システム、コンプライアンス体制等の整備の状況 

 
  

ａ．取締役会 

 当社では、取締役会規程に基づき、毎月、取締役及び監査役の出席による取締役会を開催しております。取締役会で

は、経営環境の変化に迅速に対応することを目的に、月次決算の確認・検討を行うとともに、適宜、会社の意思決定を

行っております。取締役の任期は１年、有価証券報告書提出日現在における取締役数は４名（うち社外取締役０名）であ

ります。 

  

ｂ．経営会議 

 当社では、経営会議規程に基づき、毎月、取締役の出席による経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会

の定める経営基本方針に基づき、その具体的な執行方針を協議するとともに、全社的な懸案事項や課題解決の協議など、

業務全般の事項を審議しております。 

  

ｃ．監査役 

 当社は、監査役設置会社であります。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計

帳簿等の調査等の方法により、取締役の職務執行の監査を行っております。監査役の任期は４年、有価証券報告書提出日

現在における監査役数は２名（うち社外監査役１名）であり、監査役会は設置しておりません。 

 社外監査役である柳瀬治夫氏は、当事業年度において開催された22回の取締役会中９回（うち月例取締役会には12回中

８回）に出席し、議案の審議に必要な質問と、弁護士として培った豊富な経験に基づく適切な発言を行っております。な

お、同氏と当社との間には特記すべき人的・資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 

 



ｄ．内部監査員 

 内部監査員は、内部監査規程に基づき、代表取締役の指示のもと、監査役とも協力しながら、本社及び主要な事業所で

の業務状況の監査を行っております。有価証券報告書提出日現在における内部監査員の員数は１名であります。 

  

ｅ．監査法人 

 当社は、みすず監査法人（旧法人名：中央青山監査法人）と監査契約を締結し、証券取引法第193条の２の規定に基づく

財務計算に関する書類の監査を受けておりますが、諸般の事情から平成19年７月末を目処として同監査法人が監査業務を

終了することになったため、新たに新日本監査法人と監査契約を締結する予定であります。 

 なお、当社は会計監査人を設置しておりません。 

  

ｆ．その他 

 当社は、アローズ法律事務所（香川県高松市）と顧問契約を締結し、必要に応じて法的なアドバイスを受けておりま

す。 

  

(3）役員報酬等の内容 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、次のとおりであります。 

なお、当社には役員退職慰労金制度がなく（平成18年５月に廃止）、当事業年度における取締役及び監査役に対する退職慰

労金の支払いはありません。 

  

① 取締役に対する報酬の内容 

 当社の取締役に対する報酬は、平成13年６月21日開催の定時株主総会で決議された年額80,000千円を限度額としておりま

す。また、これとは別枠で、平成18年６月23日開催の定時株主総会において、ストック・オプションによる報酬額の増額を

行うことを決議しております。 

なお、当事業年度において取締役（４名（うち社外取締役０名））に支払った報酬の総額は62,118千円（うちストック・

オプションによる報酬額8,598千円）であります。 

  

② 監査役に対する報酬の内容 

 当社の監査役に対する報酬は、平成13年６月21日開催の定時株主総会で決議された年額20,000千円を限度額としておりま

す。また、これとは別枠で、平成18年６月23日開催の定時株主総会において、ストック・オプションによる報酬額の増額を

行うことを決議しております。 

なお、当事業年度において監査役（２名（うち社外監査役１名））に支払った報酬の総額は9,061千円（うちストック・オ

プションによる報酬額661千円）であります。 

  

 



(4）監査報酬等の内容 

 当社がみすず監査法人（旧法人名：中央青山監査法人）と締結した監査契約に基づき、当事業年度において、当社が同監査

法人に支払った監査報酬は、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬14,000千円であ

ります。 

 また、当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。 

  

  

(5）責任限定契約の内容 

    該当事項はありません。 

  

(6）特別取締役による取締役会の決議制度の内容 

    該当事項はありません。 

  

(7）取締役の定数 

    当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。 

  

(8）取締役の選任及び解任の決議要件 

    当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 

    なお、取締役の解任決議については、定款に別段の定めを設けておりません。 

  

(9）剰余金の配当等の決定機関 

    当社は、剰余金の配当等の決定機関について、定款に別段の定めを設けておりません。 

  

(10）株主総会の特別決議要件 

    当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会に

おける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

指定社員 業務執行社員 鈴 木 一 宏 みすず監査法人

指定社員 業務執行社員 新 居 伸 浩 みすず監査法人

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士  ３名 
その他    ６名 

みすず監査法人



第５【経理の状況】 
  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第20期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第21期事業

年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3）当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる

連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりませ

ん。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第20期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表

については、中央青山監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）及び第21期

事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表については、みすず監査法人により監査

を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、みすず監査法人となり

ました。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

   
当連結会計年度

（平成19年３月31日） 
  

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

  

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金     623,623  

２．売掛金     882,182  

３．有価証券     10,083  

４．たな卸資産     1,941  

５．前払費用     28,957  

６．繰延税金資産     38,524  

７．その他     6,376  

貸倒引当金     △265  

流動資産合計     1,591,424 81.4  

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物     29,323  

(2）工具器具備品     17,489  

(3）その他     163  

  有形固定資産合計     46,975 2.4  

２．無形固定資産      

(1）のれん     72,250  

(2）ソフトウェア     29,864  

(3）電話加入権     4,188  

(4）その他     745  

  無形固定資産合計     107,048 5.5  

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券     10,000  

(2）長期前払費用     634  

(3）繰延税金資産     98,193  

(4）差入保証金     98,892  

(5）破産更生債権等     12,374  

(6）その他     1,241  

貸倒引当金     △12,374  

投資その他の資産合計     208,961 10.7  

固定資産合計     362,986 18.6  

資産合計     1,954,410 100.0  

       



  

  

   
当連結会計年度

（平成19年３月31日） 
  

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

  

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．短期借入金     33,000  

２．１年以内返済予定長期
借入金 

    34,680  

３．未払金     76,730  

４．未払費用     615,189  

５．未払法人税等     79,646  

６．未払消費税等     165,917  

７．預り金     47,598  

８．賞与引当金     51,559  

９．その他     2,911  

流動負債合計     1,107,233 56.6  

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金     37,940  

２．退職給付引当金     45,630  

固定負債合計     83,570 4.3  

負債合計     1,190,803 60.9  

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     243,400 12.5  

２．資本剰余金     112,320 5.7  

３．利益剰余金     398,627 20.4  

株主資本合計     754,347 38.6  

Ⅱ 新株予約権     9,259 0.5  

純資産合計     763,607 39.1  

負債純資産合計     1,954,410 100.0  

       



②【連結損益計算書】 

  

  

   
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

  

Ⅰ 売上高     7,640,828 100.0  

Ⅱ 売上原価     6,014,224 78.7  

売上総利益     1,626,604 21.3  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,498,863 19.6  

営業利益     127,740 1.7  

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   400  

２．保険返戻益   10,996  

３．業務受託手数料   6,600  

４．消費税免除益   2,552  

５．その他   2,229 22,778 0.3  

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   3,004  

２．雑損失   3,108 6,113 0.1  

経常利益     144,405 1.9  

Ⅵ 特別利益      

１．貸倒引当金戻入   474 474 0.0  

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損   1,757  

２．減損損失 ※２ 73,332  

３．貸倒引当金繰入額   11,770 86,860 1.1  

税金等調整前当期純利
益 

    58,018 0.8  

法人税、住民税及び事
業税 

  111,638  

過年度法人税等   16,817  

法人税等調整額   △96,667 31,788 0.4  

少数株主損失     11,852 0.1  

当期純利益     38,082 0.5  

       



③【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 

  

  
株主資本

新株予約権 純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 388,625 744,345 － 744,345

連結会計年度中の変動額（千円）    

剰余金の配当（千円）（注）   △28,080 △28,080   △28,080

当期純利益（千円）   38,082 38,082   38,082

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

  9,259 9,259

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 10,002 10,002 9,259 19,262

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 398,627 754,347 9,259 763,607



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  次へ 

    
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

区分 
注記 
番号 

金額（千円）   

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益   58,018

減価償却費   40,414

減損損失   73,332

のれん償却額   8,148

貸倒引当金の増加額   11,665

賞与引当金の増加額   9,152

退職給付引当金の増加額   3,562

受取利息及び受取配当金   △400

支払利息   3,004

株式報酬費用   9,259

有形固定資産除却損   3,391

売上債権の増加額   △86,740

たな卸資産の減少額（△増加額）   △1,354

未払消費税等の増加額   53,617

その他資産の増加額   14,677

その他負債の増加額   129,290

小計   329,038

利息及び配当金の受取額   340

利息の支払額   △2,973

法人税等の支払額   △106,011

営業活動によるキャッシュ・フロー   220,393

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △16,695

無形固定資産の取得による支出   △94,899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

  △69,037

その他   △13,452

投資活動によるキャッシュ・フロー   △194,085

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加額   5,000

長期借入れによる収入   100,000

長期借入金の返済による支出   △31,250

配当金の支払額   △28,036

財務活動によるキャッシュ・フロー   45,713

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   72,021

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   561,686

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 633,707

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社名 

㈱クリエ・イルミネート 

㈱ＡＩＣＯＮ 

 上記２社のうち、㈱クリエ・イルミネ

ートについては、当連結会計年度におい

て新たに設立したため、また、㈱ＡＩＣ

ＯＮについては、当連結会計年度におい

て株式を取得したため、それぞれ連結の

範囲に含めております。 

  

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、㈱ＡＩＣＯＮの決算

日は12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同社の決算日現在

の財務諸表を使用しております。但し、

１月１日から３月31日（連結決算日）ま

での期間に発生した同社との重要な取引

については、連結上必要な調整を行って

おります。 

  



 

項目 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①その他の有価証券   

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  ②たな卸資産   

  貯蔵品 

先入先出法による原価法 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産   

定率法 

  なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物          ３～47年 

工具器具備品      ３～20年 

（少額減価償却資産） 

  取得価格が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却によっ

ております。 

  

  ②無形固定資産   

  定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

  



  

  

  次へ 

項目 
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基 

準 

①貸倒引当金   

債権の貸倒れに備えるため、当社及

び連結子会社は一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

  

②賞与引当金   

従業員の賞与支払に備えるため、当

社及び連結子会社は当連結会計年度末

における支給見込額に基づき計上して

おります。 

  

③退職給付引当金   

従業員の退職給付に備えるため、当

社及び連結子会社は当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額を計上

しております。 

  

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

  

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理   

  税抜方式によっております。   

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

  

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。 

  

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

（連結損益計算書関係） 

  

 

当連結会計年度
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   

81,570千円  

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

  

  
役員報酬 73,010千円

給料手当 518,377千円

法定福利費 71,313千円

広告宣伝費 191,115千円

通信運搬費 56,420千円

旅費交通費 88,712千円

賃借料 139,658千円

減価償却費 40,077千円

支払手数料 41,976千円

※２．当社グループは当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上しました。 

  

(1) 減損損失を認識した資産   
  

種類 場所 

のれん － 

  

(2) 減損損失に至った経緯   

 株式取得時に検討した事業計画において、当初

想定していた収益が今後見込めなくなったことか

ら、減損損失を認識しております。 

  

(3) 減損損失の金額   
  

のれん 73,332千円   



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数には、提出会社の前事業年度末（平成18

年３月31日）現在の株式数を記載しております。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．上表の新株予約権の行使期間は、平成20年９月23日から３年間であります。 

   ２．当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

 

  
前連結会計年度末株
式数（株）（注） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式  

普通株式 23,400 － － 23,400 

合計 23,400 － － 23,400 

自己株式  

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
（親会社） 

ストック・オプションと
しての新株予約権 

普通株式 － 560 － 560 9,259

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 560 － 560 9,259

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 28,080 1,200 平成18年３月31日 平成18年６月26日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 
定時株主総会 

普通株式 28,080 利益剰余金 1,200 平成19年３月31日 平成19年６月22日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

（平成19年３月31日現在）  
  

現金及び預金勘定 623,623千円

有価証券勘定 10,083千円

現金及び現金同等物 633,707千円

 ※２．株式の取得により新たに連結会社になった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに株式会社ＡＩＣＯＮを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式会社ＡＩＣＯＮ株式の取得価額と

株式会社ＡＩＣＯＮ取得のための支出（純額）と

の関係は、次のとおりであります。 

  

  
流動資産 84,033千円

固定資産 13,504千円

のれん 81,480千円

流動負債 △35,795千円

固定負債 △31,370千円

少数株主持分 △11,852千円

株式会社ＡＩＣＯＮ株式の取得

価額 

 

100,000千円

株式会社ＡＩＣＯＮ現金及び現

金同等物 

 

△30,962千円

差引：株式会社ＡＩＣＯＮ取得

のための支出 

 

69,037千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

  
取得価額
相 当 額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相 当 額 
（千円） 

工具器具備品 27,687 15,188 12,499

ソフトウェア 60,593 39,500 21,092

合計 88,280 54,688 33,591

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  

  
１年内 14,949千円

１年超 22,719千円

合計 37,668千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  

  
支払リース料 17,911千円

減価償却費相当額 16,560千円

支払利息相当額 991千円

４．減価償却費相当額の算定方法   

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

５．利息相当額の算定方法   

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  



（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  次へ 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 10,083 

非上場株式 10,000 



（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 提出会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 

 なお、連結子会社には退職給付制度がありません。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定は、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用しているため、退職給付費用は、「勤務費用」として記載しております。 

  

４．退職給付債務の計算基礎 

 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。 

  

 

  
当連結会計年度

（平成19年３月31日） 
  

退職給付債務（千円） 45,630

退職給付引当金（千円） 45,630

  
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

  

退職給付費用（千円） 

(1）勤務費用（千円） 

  

10,715

10,715



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費    9,259千円 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

 

  
平成18年

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
提出会社の取締役  ４名
提出会社の常勤監査役 １名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 560株

付与日 平成18年９月22日

権利確定条件 

付与日から２年を経過した日
（平成20年９月22日）まで、提
出会社または提出会社の子会社
の役員もしくは従業員として、
継続勤務していること。なお、
付与日から２年を経過した日ま
でに退任、退職により対象者と
しての地位を喪失した場合は、
付与日の翌日から２年を経過し
た日（平成20年９月23日）から
１年間に限り行使を認める。 

対象勤務期間 
自 平成18年９月22日
至 平成20年９月22日 

権利行使期間 

権利確定後３年以内（平成20年
９月23日～平成23年９月22
日）。但し、権利行使期間中に
退任、退職により対象者として
の地位を喪失した場合は、喪失
後１年間に限り行使を認める。 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

  

 

    
平成18年

ストック・オプション 

権利確定前 （株） 

前連結会計年度末   －

付与   560

失効   －

権利確定   －

未確定残   560

権利確定後 （株） 

前連結会計年度末   －

権利確定   －

権利行使   －

失効   －

未行使残   －

    
平成18年

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 146,370

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） 62,991



３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、以下のと

おりであります。 

① 使用した評価技法         モンテカルロ・シミュレーション 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成15年３月から平成18年９月までの株価実績に基づき算定しております。 

    ２．合理的な見積りが困難であるため、新株予約権の評価単価の算定時点から権利行使期間の中間点（平成22年３月22日）

までの期間を新株予約権の予想残存期間と推定しました。 

    ３．平成18年３月期の配当実績によっております。 

    ４．付与日（平成18年９月22日）現在の５年国債（残存期間3.5年）の利回りであります。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

  

 

  
平成18年

ストック・オプション 

株価変動性（注）１ 70.60％

予想残存期間（注）２ 3.5年

予想配当率（注）３ 0.89％

無リスク利子率（注）４ 0.896％



（税効果会計関係） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  

  （単位：千円）  

  

 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  

  

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金超過額 

貸倒引当金超過額 

未払事業税否認 

売掛金 

未払法定福利費 

その他 

繰延税金資産（流動）小計 

評価性引当額 

繰延税金資産（流動）合計 

  

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金超過額 

貸倒引当金超過額 

子会社株式評価損 

繰越欠損金 

繰延税金資産（固定）小計 

評価性引当額 

繰延税金資産（固定）合計 

  

繰延税金資産の純額 

 
  

20,981 

5,053 

5,083 

4,816 

2,399 

4,998 

43,331 

△4,807 

38,524 

  

  

18,635 

38,717 

40,840 

87,182 

185,376 

△87,182 

98,193 

  

136,717 

  （単位：％）  

  

 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
  

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

住民税均等割等 

過年度法人税等 

のれん償却額 

評価性引当額他 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

 

 

40.8 

  

4.7 

3.7 

△17.6 

57.3 

△67.8 

4.7 

25.8 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グループは人材サービス関連事業に特化した企業集団として、同一セグメントに属する人材派遣事業、人材紹介事

業、アウトソーシング事業等を行っており、人材サービス関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等を含めております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

近隣の不動産取引の実勢に基づいて、契約更新の都度交渉のうえ、賃借料金額を決定しております。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

記載すべき事項はありません。 

  

(3）子会社等 

記載すべき事項はありません。 

  

(4）兄弟会社等 

記載すべき事項はありません。 

  

（企業結合等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

(1) 相手先の名称及び事業の内容 

株式会社フロンテア  駐車場事業及び人材派遣事業 

  

(2) 企業結合を行った理由 

 既存の大阪支店及び東京支店に加え、名古屋市内に直営拠点を設置することにより、東名阪の都市圏ネットワークを

強化し、更なる収益向上と経営の効率化を図ることができると判断しました。 

  

(3) 企業結合日 

 平成18年７月１日 

  

(4) 企業結合の法的形式 

 事業の一部譲受け 

  

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

  平成18年７月１日から平成19年３月31日までの９ヶ月間であります。 

  

３．取得した事業の取得原価 

  取得事業の取得原価は85,000千円（税別）であります。 

  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 (1) のれんの額       85,000千円 

 (2) 発生原因        平成18年７月１日現在で評価した超過収益額 

 (3) 償却方法及び償却期間  ５年間の均等償却を行っております。 

  

 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金
または
出資金 
(千円) 

事業の内容ま
たは職業 

議決権等の
被所有割合 

（％） 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 穴吹興産㈱ 
香川県
高松市 

755,794 不動産関連事業 56.55
兼任
２名 

設備の
賃貸借 

建物等
の賃借 

18,784 
差入保証
金 

13,654



５．今回の事業譲受けに伴い、引き継いだ資産及び負債はありません。 

  

６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 

  売上高    400,945千円 

  経常利益  △29,175千円 

   概算額は、連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報を記載しております。 

   なお、当該注記については、監査証明を受けておりません。 

  

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

(1) 取得事業の取得原価 

 事業譲受け期日における取得事業の時価を基礎に算定しております。 

  

(2) のれんの金額 

 事業譲受け期日に評価した超過収益額をのれんとして認識しております。 

  

(3) のれんの償却期間及び償却方法 

 ５年間の均等償却を行っております。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 32,237円07銭

１株当たり当期純利益金額 1,627円46銭

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
当連結会計年度

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

当期純利益（千円） 38,082  

普通株主に帰属しない金額（千円） －  

（うち利益処分による役員賞与金） －  

普通株式に係る当期純利益（千円） 38,082  

期中平均株式数（株） 23,400  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成18年６月23日開催の定時株

主総会決議によるストック・オ

プション（株式の数 560株） 

 



（重要な後発事象） 

  

  

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．確定拠出年金制度の導入 

当社は、平成19年４月に退職一時金制度の一部につ

いて確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用する予定であります。 

本移行に伴う翌連結会計年度の損益に与える影響額

は軽微であります。 

なお、連結子会社には退職給付制度がありません。 

  

  

２．子会社の事業譲渡及び解散 

  当社は、平成19年５月16日開催の取締役会におい

て、当社の特定子会社である株式会社ＡＩＣＯＮが臨

時株主総会を開催し、第三者に対する同社の事業の重

要な一部の譲渡及び解散の決議を行うことを承認しま

した。 

  なお、同社は、同年５月29日に臨時株主総会を開催

し、同社の事業の重要な一部を株式会社フルキャスト

テクノロジーに譲渡する旨の事業譲渡契約（譲渡期

日：同年７月１日（予定））を承認した上で、解散を

決議し、清算手続きに入りました。 



⑤【連結附属明細表】 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

    ２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は、以下のとおりであります。 

  

(2）【その他】 

    該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 28,000 33,000 2.00 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 － 34,680 2.23 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 37,940 2.21 － 

その他の有利子負債 － － － － 

計 28,000 105,620 － － 

  
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 34,680 3,260 － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

 

   
第20期

（平成18年３月31日） 
第21期 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金     551,622 581,026 

２．売掛金     790,094 830,611 

３．有価証券     10,064 10,083 

４．貯蔵品     586 343 

５．前払費用     26,386 28,830 

６．繰延税金資産     23,138 35,296 

７．その他     6,005 3,240 

貸倒引当金     △474 △166 

流動資産合計     1,407,423 87.1 1,489,266 80.2

Ⅱ 固定資産      

(1）有形固定資産      

１．建物   48,426 55,503  

減価償却累計額   20,275 28,150 △26,180 29,323 

２．工具器具備品   69,977 68,833  

減価償却累計額   50,236 19,741 △54,831 14,002 

３．その他     163 163 

有形固定資産合計     48,055 3.0 43,489 2.3

(2）無形固定資産      

１．営業権     1,300 － 

２．のれん     － 72,250 

３．ソフトウェア     29,558 29,864 

４．電話加入権     4,188 4,188 

５．商標権     845 745 

無形固定資産合計     35,892 2.2 107,048 5.8

(3）投資その他の資産      

１．関係会社株式     － 10,000 

２．投資有価証券     10,000 10,000 

３．長期貸付金 ※２   － 94,800 

４．長期前払費用     1,156 641 

５．繰延税金資産     16,911 98,193 

６．差入保証金 ※２   84,521 97,193 

７．破産更生債権等     － 603 

８．その他     12,142 600 

  貸倒引当金     － △95,403 

投資その他の資産合計     124,731 7.7 216,628 11.7

固定資産合計     208,679 12.9 367,166 19.8

資産合計     1,616,102 100.0 1,856,432 100.0

       



 

   
第20期

（平成18年３月31日） 
第21期 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．短期借入金     28,000 33,000 

２．１年以内返済予定長期
借入金 

    － 33,600 

３．未払金     50,013 64,514 

４．未払費用     516,325 588,002 

５．未払法人税等     56,764 71,015 

６．未払消費税等     112,300 163,742 

７．前受金     5,911 2,100 

８．預り金     16,805 43,803 

９．賞与引当金     42,407 45,749 

10．その他     1,162 811 

流動負債合計     829,689 51.4 1,046,339 56.3

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金     － 35,600 

２．退職給付引当金     42,068 45,630 

固定負債合計     42,068 2.6 81,230 4.4

負債合計     871,757 54.0 1,127,569 60.7



  

  

   
第20期

（平成18年３月31日） 
第21期 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※１   243,400 15.0 － －

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金   112,320 －  

資本剰余金合計     112,320 7.0 － －

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金   6,380 －  

２．任意積立金      

(1）特別償却準備金   2,277 －  

３．当期未処分利益   379,966 －  

利益剰余金合計     388,625 24.0 － －

資本合計     744,345 46.0 － －

負債資本合計     1,616,102 100.0 － －

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     － － 243,400 13.1

２．資本剰余金      

(1）資本準備金   － 112,320  

資本剰余金合計     － － 112,320 6.1

３．利益剰余金      

(1）利益準備金   － 6,380  

(2）その他利益剰余金      

特別償却準備金   － 146  

繰越利益剰余金   － 357,356  

利益剰余金合計     － － 363,884 19.6

株主資本合計     － － 719,604 38.8

Ⅱ 新株予約権     － － 9,259 0.5

純資産合計     － － 728,863 39.3

負債純資産合計     － － 1,856,432 100.0

       



②【損益計算書】 

  

 

   
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高      

１．人材サービス売上高   6,475,753 7,473,505  

２．旅行売上高   605,047 7,080,801 100.0 － 7,473,505 100.0

Ⅱ 売上原価      

１．人材サービス売上原価   5,034,285 5,826,516  

２．旅行売上原価   498,996 5,533,281 78.1 － 5,826,516 78.0

売上総利益     1,547,519 21.9 1,646,989 22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,415,788 20.0 1,434,797 19.2

営業利益     131,730 1.9 212,191 2.8

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   14 1,699  

２．保険返戻益   2,865 10,996  

３．業務受託手数料 ※２ 2,400 6,600  

４．雑収入   1,740 7,020 0.0 1,558 20,854 0.3

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   1,654 3,718  

２．雑損失   418 2,073 0.0 2,910 6,628 0.1

経常利益     136,677 1.9 226,416 3.0

Ⅵ 特別利益      

１．貸倒引当金戻入   622 474  

２．関係会社株式売却益 ※２ 30,000 30,622 0.4 － 474 0.0

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※３ 3,792 1,757  

２．原状回復費用   2,450 －  

３．解約違約金   3,010 －  

４．子会社株式評価損   － 100,000  

５．貸倒引当金繰入額   － 9,253 0.1 94,800 196,557 2.6

税引前当期純利益     158,046 2.2 30,333 0.4

法人税、住民税及び事
業税 

  70,680 103,615  

過年度法人税等   － 16,817  

法人税等調整額   △452 70,227 1.0 △93,439 26,993 0.3

当期純利益     87,818 1.2 3,339 0.1

前期繰越利益     292,147 － 

当期未処分利益     379,966 － 

       



売上原価明細書 

人材サービス関連事業売上原価明細書 

 （注） 労務費には、社会保険支払額が第20期には463,646千円、第21期には550,142千円含まれております。 

  

旅行関連事業売上原価明細書 

 （注） 旅行関連事業は、会社分割により平成17年10月をもって廃止しましたので、第21期には当該事業に係る売上原価はありま

せん。 

  

   
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費   4,933,726 98.0 5,757,523 98.8

Ⅱ 経費   100,559 2.0 68,992 1.2

合計   5,034,285 100.0 5,826,516 100.0

     

   
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 航空運賃及び地上費   498,011 99.8 － －

Ⅱ その他   984 0.2 － －

合計   498,996 100.0 － －

     



③【株主資本等変動計算書】 

第21期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 

  

 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計 特別償却準

備金 
繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 2,277 379,966 388,625 744,345

事業年度中の変動額      

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

    △1,065 1,065 － －

特別償却準備金の取崩（千円）     △1,065 1,065 － －

剰余金の配当（千円）（注）     △28,080 △28,080 △28,080

当期純利益（千円）     3,339 3,339 3,339

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円） 

     

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △2,130 △22,609 △24,740 △24,740

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 146 357,356 363,884 719,604

  新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） － 744,345 

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

  － 

特別償却準備金の取崩（千円）   － 

剰余金の配当（千円）（注）   △28,080 

当期純利益（千円）   3,339 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）（千円） 

9,259 9,259 

事業年度中の変動額合計（千円） 9,259 △15,481 

平成19年３月31日 残高（千円） 9,259 728,863 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益   158,046

減価償却費   29,519

貸倒引当金の増加額（△減少額）   △622

賞与引当金の増加額   989

退職給付引当金の増加額   6,598

受取利息及び受取配当金   14

支払利息   1,654

関係会社株式売却益   △30,000

固定資産除却損   3,792

原状回復費用   2,450

解約違約金   3,010

売上債権の増加額   △178,810

たな卸資産の減少額   2,074

仕入債務の増加額   8,748

未払消費税等の増加額   36,606

未払費用の増加額   107,610

その他資産・負債の増減額   22,363

小計   174,047

利息及び配当金の受取額   △15

利息の支払額   △1,515

原状回復費用等の支払額   △5,460

法人税等の還付額   8,731

法人税等の支払額   △18,238

営業活動によるキャッシュ・フロー   157,549



  

  

    
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻しによる収入   9,005

有形固定資産の取得による支出   △25,645

関係会社株式の売却による収入 ※２ 40,000

無形固定資産の取得による支出   △13,660

差入保証金の差入による支出   △31,379

差入保証金の返戻による収入   39,612

その他   258

投資活動によるキャッシュ・フロー   18,190

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加額（△減少額）   △15,000

配当金の支払額   △27,640

財務活動によるキャッシュ・フロー   △42,640

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   133,100

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   586,943

Ⅵ 会社分割に伴う現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

※２ △158,357

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 561,686

    



⑤【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

    
第20期

株主総会承認日 
（平成18年６月23日） 

  

区分 
注記 
番号 

金額（千円）   

Ⅰ 当期未処分利益   379,966   

Ⅱ 任意積立金取崩額     

１．特別償却準備金取崩額   1,065 1,065   

合計   381,031   

Ⅲ 利益処分額     

１．配当金   28,080 28,080   

Ⅳ 次期繰越利益   352,951   

      



重要な会計方針 

 

項目 
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他の有価証券 その他の有価証券 

 時価のないもの  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 貯蔵品 

 先入先出法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

同左 

  
  
建物 ３～47年

工具器具備品 ３～20年

  

  （少額減価償却資産） 

 取得価格が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却によっ

ております。 

  

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れに備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

同左 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額を計上しております。 

同左 

５．収益及び費用の計上基準 各種旅行券取扱に関する営業収益及び営

業費用は発券日基準、団体旅行取扱に関

する営業収益及び営業費用は帰着日基準

により計上しております。 

  

────── 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 



  

会計処理方法の変更 

 

項目 
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

  

────── 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

項目 
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計基

準 

当事業年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

────── 

貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準 

  

────── 

当事業年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は719,604千円であります。 

ストック・オプション等に関

する会計基準 

  

────── 

当事業年度より、「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第

11号 平成18年５月31日）を適用してお

ります。 

これにより営業利益、経常利益及び当

期純利益は、それぞれ9,259千円減少し

ております。 



表示方法の変更 

（貸借対照表関係） 

  

  

  次へ 

第20期 
（平成18年３月31日） 

第21期
（平成19年３月31日） 

────── 前事業年度において「営業権」として掲記されていたも

のは、当事業年度から「のれん」と表示しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

 

第20期 
（平成18年３月31日） 

第21期
（平成19年３月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．  
  

授権株式数 普通株式 90,000株

発行済株式総数 普通株式 23,400株

────── 

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、次のものが

あります。 

 関係会社に対する資産及び負債には、次のものが

あります。 
  

  
差入保証金 13,704千円 差入保証金 13,654千円

長期貸付金 94,800千円



（損益計算書関係） 

  

 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は88％で

あります。 

   主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は15％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は85％で

あります。 

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 
  

役員報酬 62,460千円

給料手当 531,888千円

法定福利費 72,084千円

広告宣伝費 141,000千円

通信費 57,020千円

旅費交通費 75,339千円

賃借料 127,855千円

減価償却費 27,859千円

賞与引当金繰入額 42,407千円

退職給付費用 13,019千円

役員報酬 61,920千円

給料手当 510,344千円

法定福利費 69,427千円

広告宣伝費 191,195千円

通信費 51,963千円

旅費交通費 80,311千円

賃借料 130,189千円

減価償却費 39,749千円

賞与引当金繰入額 46,328千円

退職給付費用 10,715千円

※２．関係会社との取引に関するものは、次のとおりで

あります。 

※２．関係会社との取引に関するものは、次のとおりで

あります。 
  

業務受託手数料 2,400千円

関係会社株式売却益 30,000千円

業務受託手数料 6,600千円

   

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 
  

  

建物 3,461千円

工具器具備品 271千円

長期前払費用 60千円
  

建物 1,072千円

工具器具備品 601千円

長期前払費用 83千円



（株主資本等変動計算書関係） 

第21期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 551,622千円

有価証券勘定 10,064千円

現金及び現金同等物 561,686千円

※２．会社分割により減少した資産及び負債の主な内訳 

 当社の会社分割（新設分割）により、新会社であ

る株式会社穴吹トラベルに承継させた会社の資産及

び負債の内訳は以下のとおりであり、この分割に伴

い減少した現金及び現金同等物の金額は158,357千

円であります。 
  

流動資産 189,078千円

固定資産 18,543千円

流動負債 185,810千円

固定負債 11,810千円

 なお、会社分割と同時に新会社の株式を穴吹興産

株式会社に譲渡しており、この株式の譲渡に伴う収

入は40,000千円であります。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相 当 額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相 当 額 
（千円） 

工具器具備品 38,335 27,037 11,298

ソフトウェア 72,473 36,326 36,147

合計 110,809 63,363 47,445

取得価額
相 当 額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相 当 額 
（千円） 

工具器具備品 27,687 15,188 12,499 

ソフトウェア 60,593 39,500 21,092 

合計 88,280 54,688 33,591 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 16,046千円

１年超 32,142千円

合計 48,188千円

１年内 14,949千円

１年超 22,719千円

合計 37,668千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 19,078千円

減価償却費相当額 18,001千円

支払利息相当額 1,080千円

支払リース料 17,911千円

減価償却費相当額 16,560千円

支払利息相当額 991千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

同左 

  

  

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

第20期（平成18年３月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

第21期（平成19年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  次へ 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 10,064 

非上場株式 10,000 



（デリバティブ取引関係） 

第20期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定は、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用しているため、退職給付費用は、「勤務費用」として記載しております。 

  

４．退職給付債務の計算基礎 

 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。 

 

  
第20期

（平成18年３月31日） 

退職給付債務（千円） 42,068

退職給付引当金（千円） 42,068

  
第20期

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

退職給付費用（千円） 

(1）勤務費用（千円） 

  

13,019

13,019



（税効果会計関係） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

 (2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

（持分法損益等） 

第20期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

    （単位：千円）

  

 
第20期 

（平成18年３月31日） 
第21期 

（平成19年３月31日） 

  

  

繰延税金資産 

賞与引当金超過額 

未払事業税否認 

未払法定福利費 

 退職給付引当金超過額 

新株予約権 

 売掛金 

貸倒引当金超過額 

子会社株式評価損 

その他 

繰延税金資産計 

  

繰延税金負債 

特別償却準備金 

繰延税金負債計 

  

繰延税金資産の純額 

 
  

17,132 

4,556 

1,895 

16,995 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

40,579 

  

  

△529 

△529 

  

40,049 

  

18,684 

5,550 

2,098 

18,635 

1,620 

4,816 

38,716 

40,840 

2,528 

133,489 

  

  

－ 

－ 

  

133,489 

    （単位：％）

  

 
第20期 

（平成18年３月31日） 
第21期 

（平成19年３月31日） 
  

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 

住民税均等割等 

税額控除 

過年度法人税等 

株式報酬費用 

その他 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 

 

  

40.4 

  

2.1 

2.1 

△1.0 

－ 

－ 

0.8 

44.4 
  

40.8 

  

8.9 

6.0 

－ 

△33.7 

7.1 

4.4 

33.5 



【関連当事者との取引】 

第20期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記の取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等を含めております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

建物の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、契約更新の都度交渉のうえ、賃借料金額を決定しております。 

３．株式の売却については、非上場株式の合理的株価算定方法により算出された価格に基づき、交渉により決定しておりま

す。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

  記載すべき事項はありません。 

  

(3）子会社等 

 記載すべき事項はありません。 

  

(4）兄弟会社等 

  記載すべき事項はありません。 

  

（企業結合等関係） 

 第21期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。 

 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金
または
出資金 
(千円) 

事業の内容ま
たは職業 

議決権等の
被所有割合 

（％） 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 穴吹興産㈱ 
香川県
高松市 

755,794 不動産関連事業 56.55
兼任
２名 

設備の
賃貸借 

建 物 等
の 賃 借 

18,041 
差入保証
金 

13,704

株式売却 40,000 
関係会社
株式売却 
益 

30,000



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 31,809円61銭

１株当たり当期純利益金額 3,752円94銭

１株当たり純資産額 30,752円31銭

１株当たり当期純利益金額 142円70銭

 当社は、平成17年11月18日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 29,256円67銭

１株当たり当期純利益金額 1,496円51銭

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

  

  
第20期

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第21期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（千円） 87,818 3,339 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 87,818 3,339 

期中平均株式数（株） 23,400 23,400 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  

────── 

平成18年６月23日開催の定時株

主総会決議によるストック・オ

プション（株式の数 560株） 



（重要な後発事象） 

 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．子会社の設立 

 当社は、平成18年３月10日開催の取締役会におい

て、人材サービス関連事業の一つであるＩＴ関連サー

ビスを専門的に提供するため、当社100％出資にて株

式会社クリエ・イルミネートを設立することを決議

し、平成18年４月24日に同社を設立しました。 

 なお、設立した子会社の概要は、次のとおりであり

ます。 
  

  
  

２．株式取得による会社の買収 

 当社は、人材サービスに特化した企業として、専門

性が高く、かつ特色のあるサービスを展開していくた

め、平成18年３月31日開催の取締役会において、株式

会社ＡＩＣＯＮの株式を取得（子会社化）することを

決議し、平成18年４月21日に同社を連結子会社といた

しました。 

(1）子会社化した会社の概要 
  

  
(2）株式取得の方法 

 株式会社ＡＩＣＯＮが発行する新株式100,000千

株（発行価格の総額：100,000千円（全額を資本に

組み入れる。））の全部について、当社が割当を受

ける。 

(3）株式取得後の当社の持株数及び議決権比率 

100,000千株（60.98％） 

商号 株式会社クリエ・イルミネート 

代表者 代表取締役社長 溝端 二三雄 

住所 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

資本金 10,000千円 

事業内容 ＩＴ講習会等への講師派遣、マニュアル

類の作成などＩＴ関連サービスの提供 

商号 株式会社ＡＩＣＯＮ 

代表者 代表取締役社長 鈴木 義矩 

住所 東京都港区赤坂七丁目７番３号 

資本金 64,000千円（平成18年３月31日現在）

事業内容 ＩＴに関するコンサルティング、教育

サービス、ソフトウェア開発、商品販

売及びＩＴ技術者派遣 

１．確定拠出年金制度の導入 

当社は、平成19年４月に退職一時金制度の一部につ

いて確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用する予定であります。 

本移行に伴う翌事業年度の損益に与える影響額は軽

微であります。 

  

２．子会社の事業譲渡及び解散 

  当社は、平成19年５月16日開催の取締役会におい

て、当社の特定子会社である株式会社ＡＩＣＯＮが臨

時株主総会を開催し、第三者に対する同社の事業の重

要な一部の譲渡及び解散の決議を行うことを承認しま

した。 

  なお、同社は、同年５月29日に臨時株主総会を開催

し、同社の事業の重要な一部を株式会社フルキャスト

テクノロジーに譲渡する旨の事業譲渡契約（譲渡期

日：同年７月１日（予定））を承認した上で、解散を

決議し、清算手続きに入りました。 



 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．役員に対するストック・オプションとしての新株予

約権の発行 

 平成18年６月23日開催の当社第20回定時株主総会に

おいて、当社取締役（４名）及び常勤監査役（１名）

に対して、ストック・オプションとして新株予約権を

発行することが承認可決されました。 

(1）役員に対して新株予約権を発行する理由 

 取締役については業績向上に対する意欲や士気を

高揚させ、常勤監査役については適正な監査を行う

ための意識を高めるとともに、株主と株価を意識し

た経営を推進することで、上場企業としての健全な

発展をめざしてまいります。 

(2）新株予約権の内容 

 ストック・オプションとして、役員に対して、第

20回定時株主総会（以下「本総会」という。）開催

日の翌日以降１年間に発行する新株予約権の内容

は、次のとおりであります。 

①新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 当社普通株式600株を、本総会開催日の翌日以

降１年以内の日に発行する新株予約権を行使する

ことにより交付を受けることができる株式数の上

限とする。 

 なお、株式分割または株式併合を行う場合、当

社が他社と吸収合併等の組織再編を行い本新株予

約権が承継される場合には、それぞれ必要かつ適

切な株式数の調整を行うものとする。 

②新株予約権の総数 

 600個を本総会開催日の翌日以降１年以内の日

に発行する新株予約権の上限とする。 

 各新株予約権１個当たりの目的となる株式の数

は１株とする。 

 なお、株式分割または株式併合を行う場合、当

社が他社と吸収合併等の組織再編を行い本新株予

約権が承継される場合には、それぞれ必要かつ適

切な株式数の調整を行うものとする。 

③新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

 新株予約権１個当たりの払込金額は、次により

決定される１株当たりの払込金額に②に定める新

株予約権１個の株式数を乗じた金額とする。 

 １株当たりの払込金額は、新株予約権の募集要

項を定める取締役会決議日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）におけるジャ

スダック証券取引所の当社株式普通取引終値の平

均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り

上げる。）とする。 

  

────── 



 

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 但し、当該金額が新株予約権の募集要項を定め

る取締役会決議日におけるジャスダック証券取引

所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該

終値を払込金額とする。 

 なお、本新株予約権発行後、株式分割または株

式併合を行う場合、当社が他社と吸収合併等の組

織再編を行い本新株予約権が承継される場合に

は、それぞれ必要かつ適切な払込金額の調整を行

うものとする。 

④新株予約権を行使することができる期間 

 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した

日より３年以内とする。 

⑤新株予約権の行使条件 

ａ．新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使

時においても当社または当社子会社の役員も

しくは従業員であることを要する。但し、権

利行使期間中に退任、退職により対象者とし

ての地位を喪失した場合は、喪失後１年間に

限り新株予約権の行使を認める。なお、新株

予約権の割当日から２年を経過した日までに

退任、退職により対象者としての地位を喪失

した場合は、新株予約権の割当日の翌日から

２年を経過した日から１年間に限り新株予約

権の行使を認める。 

ｂ．新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこ

れを行使することを認める。なお、当該相続

人による新株予約権の行使条件は、下記ｃ．

の契約に定めるところによる。 

ｃ．その他の新株予約権の行使に関する条件につ

いては、本総会後に開催される取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。 

⑥新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認め

ないものとする。 

⑦募集事項の決定の委任等 

 上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項

及び細目事項については、本総会後に開催される

取締役会決議により定めるものとする。 

  

────── 



  
  

第20期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第21期
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．事業譲渡契約の締結 

 当社は、唯一のフランチャイズ店「クリエ東海（名

古屋市中区）」の直営化により東名阪の都市圏営業ネ

ットワーク強化を図ることを目的として、東海地区に

おける労働者派遣事業のフランチャイズ契約の相手方

である株式会社フロンテア（名古屋市中村区）との間

で、同社の人材派遣サービス事業（「クリエ東海」）

を譲り受ける事業譲渡契約を締結することを、平成18

年５月19日開催の取締役会において決議しました。 

(1）譲受けの時期  平成18年７月１日（予定） 

(2）譲受けの価額  85,000千円（税別） 

  

────── 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【その他】 

  

  

投資有価証
券 

その他有
価証券 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 

（千円） 

㈱ビジャスト 200 10,000 

有価証券 
その他有
価証券 

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額 

（千円） 

（投資信託受益証券） 
マネー・マネージメント・ファンド 

10,083 10,083 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．前事業年度の貸借対照表に「営業権」として掲記されていたものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

２．㈱フロンテアからの人材派遣サービス事業（「クリエ東海」）の事業譲受けによるものであります。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替えによるものであります。 

  

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期
末残高 
（千円） 

有形固定資産      

建物 48,426 8,257 1,180 55,503 26,180 6,012 29,323

工具器具備品 69,977 4,963 6,106 68,833 54,831 10,099 14,002

その他 163 － － 163 － － 163

有形固定資産計 118,567 13,220 7,287 124,501 81,012 16,112 43,489

無形固定資産      

のれん（注）１ 41,500 
85,000 

（注）２ 
－ 126,500 54,250 14,050 72,250

商標権 1,003 － － 1,003 258 100 745

ソフトウェア 47,444 9,899 － 57,344 27,479 9,592 29,864

電話加入権 4,188 － － 4,188 － － 4,188

無形固定資産計 94,136 94,899 － 189,035 81,987 23,742 107,048

長期前払費用 1,966 500 1,716 750 108 213 641

繰延資産 － － － － － － －

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 474 95,569 － 474 95,569

賞与引当金 42,407 46,328 42,407 579 45,749

退職給付引当金 42,068 10,715 4,588 2,565 45,630



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には、消費税等を含めております。 

  

③ 貯蔵品 

  

 

区分 金額（千円）

現金 2,453 

預金の種類 

普通預金 578,113 

別段預金 459 

小計 578,572 

合計 581,026 

相手先 金額（千円）

㈱ＮＴＴ西日本－四国 36,109 

㈱ＩＮＡＸ 18,523 

㈱大塚商会 14,631 

㈱ＳＴＮｅｔ 12,602 

㈱ニコンシステム 11,612 

その他 737,131 

合計 830,611 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

790,094 7,847,181 7,806,664 830,611 90.4 37.7 

品目 金額（千円）

ハーミスポイント 343 

その他 0 

合計 343 



④ 長期貸付金 

  

   ⑤ 繰延税金資産（固定資産） 

     繰延税金資産（固定資産）は98,193千円であり、その内容については「注記事項（税効果会計関係）」に記載しておりま

す。 

  

⑥ 差入保証金 

  

⑦ 未払費用 

  

⑧ 未払消費税等 

  

(3）【その他】 

① 決算日後の状況 

 該当事項はありません。 

  

② 訴訟等 

 該当事項はありません。 

  

  

相手先 金額（千円）

㈱ＡＩＣＯＮ 94,800 

合計 94,800 

相手先 金額（千円）

三菱地所㈱ 20,413 

穴吹興産㈱ 13,654 

三交不動産㈱ 11,021 

住友生命保険(相) 7,731 

㈱穴吹工務店 6,234 

その他 38,137 

合計 97,193 

区分 金額（千円）

派遣スタッフ給与 565,395 

派遣スタッフ社会保険料 22,606 

合計 588,002 

区分 金額（千円）

未払消費税等 163,742 

合計 163,742 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 
９月30日 
３月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額

端株の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区北浜二丁目２番21号
中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。 

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載ＵＲＬ 
http://www.crie.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７【提出会社の参考情報】 
  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社の親会社である穴吹興産株式会社は大阪証券取引所に上場しており、継続開示会社であります。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第20期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月26日四国財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

平成18年９月６日四国財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(3）臨時報告書の訂正報告書 

平成18年９月25日四国財務局長に提出。 

平成18年９月６日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

(4）半期報告書 

（第21期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月15日四国財務局長に提出。 

(5) 臨時報告書 

平成19年５月29日四国財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１９年６月２１日

株式会社クリエアナブキ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリエアナ

ブキの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリエ

アナブキ及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社の特定子会社である株式会社ＡＩＣＯＮが平成１９年５月２９日に臨時株主総会を

開催し、第三者に対する同社の事業の重要な一部の譲渡及び解散の決議を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 居 伸 浩 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２３日

株式会社 クリエアナブキ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリエアナ

ブキの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第２０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キ

ャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリエアナ

ブキの平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成１８年３月１０日開催の取締役会において、全額出資により株式会社

クリエ・イルミネートを設立することを決議し、平成１８年４月２４日に同社を設立している。 

 ２．重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成１８年３月３１日開催の取締役会において、株式会社ＡＩＣＯＮの株

式を取得することを決議し、平成１８年４月２１日に同社を子会社としている。 

 ３．重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は平成１８年６月２３日開催の定時株主総会において、会社の役員に対して

ストック・オプション（新株予約権）の発行を決議している。 

 ４．重要な後発事象４に記載されているとおり、会社は平成１８年５月１９日開催の取締役会において、株式会社フロンテアから

人材派遣サービス事業を譲り受ける事業譲渡契約を締結することを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 水 野 雅 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 中 達 美 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１９年６月２１日

株式会社クリエアナブキ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリエアナ

ブキの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第２１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリエアナ

ブキの平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社の特定子会社である株式会社ＡＩＣＯＮが平成１９年５月２９日に臨時株主総会を

開催し、第三者に対する同社の事業の重要な一部の譲渡及び解散の決議を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 居 伸 浩 
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